
令和元年度事故発生状況
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7/6（土）
9:30

男
68
歳

傷
害

垣根剪定作業中、自己所有のヘッ
ジトリマーの稼働レバーを故意に
改造して使用し、負傷した。

8/22（木）
14:10

男
79
歳

賠
責

電柱周りの草刈り作業中、電話線
に気づかずに刈り刃を接触させ切
断した。

10/3（木）
10:50

男
79
歳

傷
害

松の木剪定作業中、三脚脚立の７
段目（約２ｍ）からアスファルト
の道路に転落し骨折した。

入院180日

令和２年度安全推進計画

◎安全スローガン

「事故防止、急ぐな、あせるな、気を抜くな」

NO.1
令和２年５月

◎安全推進委員会より

◎安全就業５つの柱

・安全就業を徹底するため、
５月～１１月に安全パトロールを実施します。

・７月は安全就業強化月間です。
一人ひとりが安全就業を実践し、
事故やケガのないようにしましょう。

・蜂刺されや熱中症についても
十分気を付けてください。
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加齢による運動能力の
低下に伴う転倒災害が
増加傾向にあります。
注意しましょう！

ＫＹ（危険予知）運動を実践し、作業
前には周囲の状況を確認しましょう！

①作業中のヘルメットの着用の徹底
②高所作業での安全ベルトの着用の徹底
③脚立の滑り止めの徹底
（特に三脚脚立）

④交通法令の順守
⑤転倒防止

「安全は全てに優先する」、「安全無くして就業なし」
を第一に事故ゼロを目指しましょう！

令和元年度は重篤事故１件、傷害、賠責事故が各１件発生しました。



《作業別安全作業の注意点》

【草刈り作業】
作業時には必ずヘルメット、保護メガネを着用してください！

【剪定作業】
作業時には必ずヘルメット、安全帯を着用してください！

・作業前の草刈機械点検
・刈払刃に安全ガードの取り付け
・作業周辺の障害物の撤去、車両の移動
・作業半径１０ｍ以内に他人を近づけない
・ガソリン使用のため、火気に十分注意する
・服装・履物は作業にあった動きやすいものにする

・脚立、梯子の使用前の点検
・脚立、梯子の滑り止めの徹底（ロープでの固定等）
・高所作業の下では、作業をしない
・無理な姿勢で作業をしない
・昇降する際、手に道具をもたない
・服装・履物は作業にあった動きやすいものにする

新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」

（１）一人ひとりの基本的感染対策

感染防止の３つの基本：①身体的距離の確保、②マスクの着用、③手洗い
□人との間隔は、できるだけ２ｍ（最低１ｍ）空ける。
□遊びにいくなら屋内より屋外を選ぶ。
□会話する際は、可能な限り真正面を避ける。
□外出時、屋内にいるときや会話をするときは、症状がなくてもマスクを着用。
□家に帰ったらまず手や顔を洗う。できるだけすぐ着替える、シャワーを浴びる。
□手洗いは30秒程度かけて水と石けんで丁寧に洗う（手指消毒薬の使用も可）
※高齢者や持病のあるような重症リスクの高い人と会う際は、体調管理をより厳重にする。

「新しい生活様式」実践例

（２）日常生活を営む上での基本的生活様式

□まめに手洗い・手指消毒 □咳エチケットの徹底 □こまめに換気
□身体的距離の確保 □「３密」の回避（密集、密接、密閉）
□毎朝体温測定、健康チェック、発熱又は風邪の症状がある場合はムリせず自宅で療養

外出控え 密集回避 密接回避 密閉回避 換気 咳エチケット 手洗い


